
 

令和 5年 11月 21日 

九州管区行政評価局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注１：まるごとみやま市民まつりの詳細は、以下の特設サイトをご覧ください。 

https://www.city.miyama.lg.jp/s034/kanko/010/110/marugoto2023_ho.html 

 注２：行政相談委員法に基づき、総務大臣から委嘱された無報酬（ボランティア）で活

動する民間有識者です。 

 

総務省の「行政相談」では、国民の皆様からの行政に関する苦情や意見・

要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場から、その解決や実現を促

進するとともに、行政の制度・運営の改善につなげています。 

この度、行政相談制度を広く国民の皆様に知っていただき、ご利用いた

だけるよう、福岡県みやま市で開催されるまるごとみやま市民まつり（注１）

におきまして、以下のとおり特設行政相談所を開設し、行政相談委員（注２）

が暮らしの中のお困りごとについて相談をお受けします。 
 

開 催 日 令和５年１1月 26日（日） 

受付時間 10時 ～ 14時 

場  所 みやま市立図書館入口 ロビー 
 みやま市瀬高町下庄 800-1 

 

 

 

 

  

 

 

 

まるごとみやま市民まつり において特設行政相談所を開設 

本件照会先 

総務省九州管区行政評価局 

行政相談課長 高尾 秀嘉  

電 話：092-431-7082（直通） 

メール：ksy31@soumu.go.jp 

お知らせ 



まるごとみやま市民まつりで特設相談所を開設します 

日 時：令和 5 年 11 月 26 日（日） 

受付時間：10 時～14 時 

場 所：みやま市立図書館入口 ロビー 
    （みやま市瀬高町下庄 800-1） 

 

行政相談マスコット 

「キクーン」 

 
 
 

暮らしの中のお困りごとについて、行政相談委員が相談をお受けします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
＜ お問合せ先 ＞ 

     総務省 九州管区行政評価局  ☎ 092-431-7082  FAX 092-431-8317 

総務省 行政相談委員に相談しませんか？ 

ご 相 談 の 例 相談無料、秘密厳守 

九州管区行政評価局では、日頃から行政相談を受け付けております。 
詳しくは、当局にお問い合わせいただくか、下記のアドレス又は 
下記の二次元コードから当局のホームページをご確認ください。 
【九州管区行政評価局ホームページ「行政相談の受付窓口」】 
https://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/soudan_05.html 
 

 🔍🔍 九州管区行政評価局 

https://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/soudan_05.html

